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改正 平成１９年５月３０日法務省矯総第３３６２号 

   平成２０年５月３０日法務省矯総第３４３５号 

   平成２１年１２月８日法務省矯成第６４７４号 
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   令和 ７年５月２９日法務省矯成第１４３８号 

      令和 ７年１２月２２日法務省矯成第２５６８号 

 

本日、受刑者の生活及び行動の制限の緩和に関する訓令（平成１８年法務省

矯成訓第３３２１号大臣訓令。以下「訓令」という。）が制定され、刑事施設

及び受刑者の処遇等に関する法律（平成１７年法律第５０号）の施行の日から

施行されることとなりましたので、その運用については、下記事項に留意の上、

遺漏のないよう配意願います。 

記 

１ 制限区分の評価の基準（訓令第３条及び第５条関係） 

訓令第３条又は第５条に規定する制限区分の指定又はその指定の変更に当

たっては、訓令第４条各号に掲げる事項の評価に応じて、次の基準により行

うこと。 

 ⑴ 第１種の指定基準 

   第１種の指定は、次のいずれにも該当すると認められる場合に限ること。 

  ア 犯罪の責任の自覚及び悔悟の情並びに改善更生の意欲の程度 

    犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関す

る規則（平成２０年法務省令第２８号。以下「社会内処遇規則」とい

う。）第２８条に規定する悔悟の情及び改善更生の意欲があると認めら

れること。 

  イ 勤労意欲の程度並びに職業上有用な知識及び技能の習得状況 

    勤労の意欲が高く、かつ、職業上有用な知識及び技能を習得し、又は

習得する見込みがあること。ただし、高齢その他の理由により就業が困

難なものについては、この限りでない。 

  ウ 社会生活に適応するために必要な知識及び生活態度の習得状況 

    規則正しい生活習慣、健全な考え方、建設的な生活設計等を有してい



 

ること。 

  エ 受刑中の生活態度の状況 

    生活態度が良好な状況が継続し、又は継続する見込みがあること。 

  オ 社会生活の基礎となる学力の有無 

    社会生活の基礎となる学力があり、又は当該学力を身に付ける見込み

があること。 

 ⑵ 第２種の指定基準 

   第２種の指定は、次のいずれにも該当すると認められる場合に限ること。 

  ア 犯罪の責任の自覚及び悔悟の情並びに改善更生の意欲の程度 

    社会内処遇規則第２８条に規定する悔悟の情及び改善更生の意欲があ

ると認められ、又は認められる見込みがあること。 

  イ 勤労意欲の程度並びに職業上有用な知識及び技能の習得状況 

    勤労の意欲があり、かつ、職業上有用な知識及び技能を習得し、又は

習得する見込みがあること。ただし、高齢その他の理由により就業が困

難なものについては、この限りでない。 

  ウ 社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度の習得状況 

    規則正しい生活習慣、健全な考え方、建設的な生活設計等を有し、又

は有する見込みがあること。 

  エ 受刑中の生活態度の状況 

    記１の（１）のエと同じ。 

 ⑶ 第３種の指定基準 

   第１種、第２種及び第４種の指定基準に該当しないこと。 

 ⑷ 第４種の指定基準 

   第４種の指定は、次のいずれかに該当すると認められる場合に限ること。 

  ア 犯罪の責任の自覚及び悔悟の情並びに改善更生の意欲の程度 

    犯罪の責任の自覚及び悔悟の情並びに改善更生の意欲の程度が著しく

低いこと。 

  イ 勤労意欲の程度並びに職業上有用な知識及び技能の習得状況 

    正当な理由なく作業を怠るなど勤労意欲が著しく低いこと。 

  ウ 受刑中の生活態度の状況 

    生活態度が不良な状況が継続し、又は継続する見込みがあること。 

２ 移送された受刑者の制限区分の指定 

  制限区分の指定を受けた受刑者が他の刑事施設に移送された場合には、原

則として、移送前と同一の制限区分に指定するものとする。 

３ 定期又は随時の評価の時期（訓令第５条関係） 



 

  第４種の制限区分に指定されている受刑者については、執行すべき刑期が

１０年以上の場合であっても、随時の調査を行うことにより、少なくとも６

月ごとに１回評価が行われるように配慮すること。また、記８の働きかけの

結果、第４種の制限区分に指定されている受刑者が上位の制限区分に指定で

きるものと認められた場合には、速やかに随時の調査を行うことにより評価

が行われるように配慮すること。 

４ 第３種の制限区分に指定されている受刑者の居室の指定 

    規則第４９条第２項の規定により、第３種の制限区分に指定されている受

刑者の居室として同条第１項に規定する室を指定できるのは、原則として、

第２種に指定されている受刑者の居室として指定してもなお指定することが

可能な場合とすること。 

５ 第１種から第３種までの制限区分に指定されている受刑者の矯正処遇等の

実施場所の例外 

⑴ 規則第４９条第５項の「心身の状況その他の事情を考慮し、居室棟外に

おいて矯正処遇等を行うことが困難であると認める受刑者」としては、例

えば、本人の有する障害及び疾病、本人の刑事施設における人間関係、居

室棟外における矯正処遇等の実施場所の整備状況その他の事情から居室棟

外において適切な矯正処遇等を行うことが困難であると認める者が考えら

れること。 

⑵ 規則第４９条第５項の規定により主として居室棟内において矯正処遇等

を受ける受刑者について、居室棟外において適切な矯正処遇等を行うこと

が困難でなくなったと認めるときは、速やかに、規則第４９条第３項又は

第４項の規定による矯正処遇等を行うこと。 

６ 制限区分に応じた規律及び秩序を維持するための措置の基準 

  規則第４９条第７項の規定により規律及び秩序を維持するための措置の制

限区分に応じた実施の頻度及び態様の基準を定める場合、及び制限区分に応

じたその他の処遇の基準を定める場合においては、当該施設の実情に応じて、

おおむね次に掲げる事項を含めるようにすること。 

  なお、個別具体の事情に応じ、臨機の判断が可能であるとともに、本制度

の効果的な運用に資すると認められる場合には、同じ制限区分において、段

階的に異なる基準等を定めることも差し支えないこと。 

 ⑴ 身体等の検査 

 ⑵ 調髪 

 ⑶ 刑事施設内の移動時における職員の同行 

 ⑷ 刑事施設外処遇 



 

 ⑸ 起居動作の時間帯 

 ⑹ 自己契約作業 

 ⑺ 面会の立会い等 

 ⑻ 面会の場所 

 ⑼ 信書及び受刑者が作成した文書図画の検査 

 ⑽ 電話等による通信の確認等 

 ⑾ 矯正処遇又は余暇時間における職員の監督 

 ⑿ 施設の設備又は備品の整備 

７ 昼夜居室処遇者に対する処遇上の配慮事項 

  昼夜居室において処遇を行う受刑者（法の規定により隔離されている者及

び未決拘禁者としての地位を有する者を除く。）については、それぞれの制

限区分に留意して処遇を行うほか、特段の事情がない限り、１月につき２回

以上、次に掲げる方法によることなどにより、他の受刑者と接触する機会を

与えること。 

 ⑴ グループカウンセリング 

 ⑵ 集団討議（複数でビデオ視聴させ、感想を述べ合わせる程度でも可） 

 ⑶ 運動の集団実施 

 ⑷ 適当と認められる者により一時的に集団を形成し、作業又はグループワ

ークをさせることなどによる集団生活に慣れさせる機会の付与 

８ 第４種の制限区分に指定されている受刑者への働きかけ 

  規則第４９条の２の規定により、第４種の制限区分に指定されている受刑

者（法の規定により隔離されている者を除く。）に対し、上位の制限区分に

指定を変更できるよう働きかけを行うに当たっては、その心情を把握すると

ともに、第４種の制限区分に指定されることとなった原因の除去に努めるこ

とを旨とし、記７により他の受刑者と接触する機会を与えるほか、次に掲げ

る方法が考えられること。 

 ⑴ 令和２年５月１日付け法務省矯成第９３４号当職通達「少年施設の職員

による処遇共助の実施について」記３の（１）のイの規定によるカウンセ

リング 

 ⑵ 職員による面接 

 ⑶ 精神科医師による診療 

 ⑷ 篤志面接委員による面接 

 ⑸ 教誨師又は外部講師による講話 

 ⑹ 集団生活への適応に向けて適当と認められる内容の視聴覚教材の視聴 

９ 開放的施設において処遇する受刑者の選定基準（訓令第９条関係） 



 

 ⑴ 訓令第９条第２項第１号の要件は、犯罪をした者及び非行のある少年に

対する社会内における処遇に関する事務規程（平成２０年法務省保観訓第

２６１号大臣訓令）第１５３条に基づく、保護観察所の長からの「帰住可」

の意見の通知の有無にかかわらず、選定時点における、引受人になろうと

する者の身元及び引受意思が明確であること、その他生活環境の調整に係

る状況が良好であると認められる事情の有無を考慮して、判断すること。 

 ⑵ 訓令第９条第２項第５号の要件は、施設近隣の居住歴や土地勘があるこ

とを理由に直ちに当該受刑者を候補者から除外するのではなく、不良交友

関係等の具体的事情により、当該施設において開放的処遇を実施する上で

の特段の支障を生じさせるか否かについて、逃走防止等の観点から実質的

な判断を行うこと。 

また、特段の支障を生じさせるか否かの判断に当たっては、被害者等の

心情等についても考慮すること。 

 ⑶ 訓令第９条第２項に掲げる要件の該当性を判断するに当たり、当該受刑

者は制限区分が第１種に指定されているものであり、上記１（１）の指定

基準を満たすものであることに鑑みれば、願書その他の資料を提出させる

ことにより、要件該当性を自ら疎明させることも有効な方法と考えられる

こと。 

 

 


